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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリエチレン系樹脂組成物からなる中間層と、石油由来ポリエチレン系樹脂からなる外
層及び内層とを有する多層構成を有するシーラントフィルムであって、
　該ポリエチレン系樹脂組成物は、密度が９４１～９６５ｋｇ／ｍ3であり、メルトフロ
ーレートが２.４～８.０ｇ／１０分である植物由来高密度ポリエチレンを含み、
　フィルム全体に対して、該植物由来ポリエチレン系樹脂の配合量が５～９０質量％であ
り、石油由来ポリエチレン系樹脂の配合量が１０～９５質量％であることを特徴とする、
上記シーラントフィルム。
【請求項２】
  請求項１に記載のシーラントフィルムを、基材フィルムと積層させたことを特徴とする
積層フィルム。
【請求項３】
  請求項２に記載の積層フィルムを用いてなる包装袋。
【請求項４】
  前記包装袋は、詰め替え用スタンディングパウチであることを特徴とする、請求項３に
記載の包装袋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ポリエチレン系樹脂組成物からなるフィルムに関し、より詳細には、植物由
来高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）または植物由来直鎖状低密度（ＬＬＤＰＥ）から選択
される少なくとも１種の植物由来ポリエチレン系樹脂を含むポリエチレン系樹脂組成物か
らなるフィルム、および、このフィルムを用いた包装袋に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シャンプーやリンスなどの詰め替えや、食品などの包材として用いられるパウチ
などに代表される包装袋は、シーラントフィルムおよび基材フィルムからなる包装材料で
構成されている。そして、環境問題や石油など枯渇資源の節約に対応するため、これら石
油資源の包装材料への使用量を低減することを目的とした、カーボンニュートラルな材料
としてのポリ乳酸系樹脂に、エチレン－α－オレフィン共重合体およびエポキシ基を有す
る重合体をそれぞれ所定量含有させた生分解性の樹脂を含む包装袋（例えば特許文献１）
が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１５５５１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような包装袋は、上述したように、包装袋を構成する樹脂組成物に
石油由来原料以外の生分解性樹脂を含有させて石油由来原料の比率を下げているものの、
石油系樹脂と比較して引張強度やシール強度、腰などの加工適性が著しく劣り、生産性を
向上させることができないという問題があった。
【０００５】
　従って、本発明の目的は、再生可能資源である植物由来のポリエチレン系樹脂を原料に
用いて、石油資源の節約を図ると共に、二酸化炭素の排出量削減による環境にやさしいフ
ィルムおよび該フィルムを用いた加工適性に優れる包装袋を提供することにある。
【０００６】
　また、この発明の他の目的は、上記のようなフィルムを、Ｔダイ法による押出成形によ
り提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、種々研究の結果、以下の点を特徴とするフィルム及びそれを用いた包装
袋が、上記の目的を達成することを見出した。
１．ポリエチレン系樹脂組成物からなる単層構成のフィルムであるか、または、該ポリエ
チレン系樹脂組成物からなる層を少なくとも１層含む多層構成のフィルムであって、Ｔダ
イ法により押出成形されてなり、前記ポリエチレン系樹脂組成物は、植物由来ＨＤＰＥま
たは植物由来ＬＬＤＰＥから選択される植物由来ポリエチレン系樹脂を含むことを特徴と
する、上記フィルム。
２．前記植物由来ポリエチレン系樹脂は、メルトフローレート（ＭＦＲ）が２.４～８.０
ｇ／１０分であることを特徴とする、上記１に記載のフィルム。
３．前記植物由来ＬＬＤＰＥは、密度が９１０～９２５ｋｇ／ｍ3であり、植物由来エチ
レンと、石油由来コモノマーとのエチレン－α－オレフィン共重合体であって、該石油由
来コモノマーは、ブテン－１、ヘキセン－１、またはこれらの混合物であることを特徴と
する、上記１または２に記載のフィルム。
４．放射性炭素年代測定Ｃ14の測定値から算定するバイオマス度を有することを特徴とす
る、上記１～３のいずれかに記載のフィルム。
５．フィルム全体に対して、植物由来ポリエチレン系樹脂の配合量が５～９０質量％であ
り、石油由来ポリエチレン系樹脂の配合量が１０～９５質量％であり、下記の（Ａ）また
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は（Ｂ）の構成を有することを特徴とする、上記１～４のいずれかに記載のフィルム。
　（Ａ）前記ポリエチレン系樹脂組成物からなる単層構成
　（Ｂ）前記ポリエチレン系樹脂組成物からなる中間層と、石油由来ポリエチレン系樹脂
からなる外層及び内層とを有する多層構成
６．上記１～５のいずれかに記載のフィルムをシーラントフィルムとし、基材フィルムと
積層させたことを特徴とする積層フィルム。
７．上記１～５のいずれかに記載のフィルムをシーラントフィルムとし、基材フィルムと
積層させた積層フィルムを用いてなる包装袋。
８．前記包装袋は、詰め替え用スタンディングパウチであることを特徴とする、上記７に
記載の包装袋。
【０００８】
　以下、上記の植物由来ＨＤＰＥまたは植物由来ＬＬＤＰＥから選択される植物由来ポリ
エチレン系樹脂を含むポリエチレン系樹脂組成物を、「本発明のポリエチレン系樹脂組成
物」と呼ぶ。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のフィルムは、植物由来ＨＤＰＥまたは植物由来ＬＬＤＰＥから選択される植物
由来ポリエチレン系樹脂を含むことにより、石油由来のポリエチレン系樹脂からなるフィ
ルムと性能的に違いがなく、しかも、石油資源の使用量を削減すると共に、フィルム製造
および廃棄時の二酸化炭素排出量を抑制することができる。
【００１０】
　従って、環境負荷を低減させたポリエチレン系樹脂からなるフィルムを提供することが
できる。また、Ｔダイ法により押出成形されてなるため、厚みが均質であり、かつ、低コ
ストのフィルムを提供することができる。
【００１１】
　また、本発明のフィルムにおいて使用する植物由来ポリエチレン系樹脂として、ＭＦＲ
が２.４～８.０ｇ／１０分であるものを使用することにより、Ｔダイ法による押出成形時
に、均質なフィルムを高速で製造することができる。
【００１２】
　また、本発明のフィルムにおいて使用する植物由来ＬＬＤＰＥとして、密度が９１０～
９２５ｋｇ／ｍ3であり、植物由来エチレンと、植物由来または石油由来のブテン－１、
ヘキセン－１またはこれらの混合物とのエチレン－α－オレフィン共重合体を使用するこ
とにより、フィルムは、包装袋、例えば詰め替え用スタンディングパウチとして好適な引
張強度、シール強度及び腰を有し、優れた加工適性を示す。
【００１３】
　また、本発明のフィルムは、放射性炭素年代測定Ｃ14の測定値から算定するバイオマス
度を有するので、フィルムを構成するポリエチレン系樹脂の原料由来を、このバイオマス
度を指標にして識別でき、フィルムの製造時から廃棄時まで由来原料を確認することがで
きる。
【００１４】
　従って、原料由来の識別を可能としたポリエチレン系樹脂からなるフィルムを提供する
ことができる。
【００１５】
　さらに、本発明の一態様において、本発明のフィルムは、フィルム全体に対して、植物
由来ポリエチレン系樹脂の配合量が５～９０質量％であり、石油由来ポリエチレン系樹脂
の配合量が１０～９５質量％であり、下記の（Ａ）または（Ｂ）の構成を有する：
　（Ａ）前記ポリエチレン系樹脂組成物からなる単層構成
　（Ｂ）前記ポリエチレン系樹脂組成物からなる中間層と、石油由来ポリエチレン系樹脂
からなる外層及び内層とを有する多層構成。
【００１６】
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　したがって、フィルムを構成するポリエチレン系樹脂の石油由来の使用比率を低下させ
ることができ、石油資源の使用量を削減すると共に、フィルム製造および廃棄時の二酸化
炭素排出量を抑制することができる。
【００１７】
　加えて、（Ｂ）のようなフィルムを構成する内外層に石油由来ポリエチレン系樹脂を用
いることで、既存の製造工程が有する特性でフィルムを製造することができる。
【００１８】
　従って、石油資源の節約および環境負荷を低減させたポリエチレン系樹脂からなるフィ
ルムを提供することができる。
【００１９】
　また、植物由来ポリエチレン系樹脂を含む本発明のフィルムをシーラントフィルムとし
、基材フィルムと積層させた積層フィルムは、石油資源の使用量を削減すると共に、積層
フィルムの製造および廃棄時の二酸化炭素排出量を抑制することができる。従って、石油
資源の節約および環境負荷を低減させたポリエチレン系樹脂からなる積層フィルムを提供
することができる。
【００２０】
　また、植物由来ポリエチレン系樹脂を含む本発明のフィルムをシーラントフィルムとし
、基材フィルムと積層させた積層フィルムを用いてなる包装袋は、包装袋を構成する積層
フィルムにおけるポリエチレン系樹脂の石油由来の使用比率を低下させることができ、石
油資源の使用量を削減すると共に、包装袋の製造および廃棄時の二酸化炭素排出量を抑制
することができる。従って、石油資源の節約および環境負荷を低減させたポリエチレン系
樹脂からなる包装袋を提供することができる。
【００２１】
　さらに、本発明の包装袋は、詰め替え用スタンディングパウチであってよく、使い捨て
として世の中に数多く出回る包装袋を構成するポリエチレン系樹脂の石油由来の使用比率
を低下させることができ、石油資源の使用量を削減すると共に、包装袋の製造および廃棄
時の二酸化炭素排出量を抑制することができる。従って、石油資源の節約および環境負荷
を低減させたポリエチレン系樹脂からなる包装袋を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】サトウキビ由来のポリエチレン製造の一例を示すフロー図である。
【図２】本発明のポリエチレン系樹脂組成物からなる単層構成のフィルムを模式的に示す
断面側面図である。
【図３】本発明のポリエチレン系樹脂組成物からなる中間層と、石油由来ポリエチレン系
樹脂からなる外層及び内層とを有する多層構造からなるフィルムを模式的に示す断面側面
図である。
【図４】本発明の積層フィルムの一例を模式的に示す断面側面図である。
【図５】本発明の積層フィルムを用いて形成した包装袋の一例としてのスタンディングパ
ウチを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
　食品や化粧品などに用いられるラミネートチューブなどに例示される容器や、シャンプ
ーやリンスの詰め替えの包材として広く採用されているスタンディングパウチなどに例示
される包装袋は、積層フィルムで構成されている。
【００２４】
　この積層フィルムは、基材フィルムに、積層フィルムの内面となるシーラントフィルム
を積層させるものがあり、基材フィルムの材質として、例えばポリエチレン系樹脂などが
用いられる。また、シーラントフィルムを構成するには、積層体として例えば中間層を挟
んだ直鎖状低密度あるいは高密度のポリエチレンが用いられている。
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【００２５】
　このように、積層フィルムの材質には、プラスチック樹脂であるポリエチレン系樹脂が
多く用いられているが、これらのポリエチレン系樹脂は、出発原料を石油として製造され
ており、例えば、上述した直鎖状低密度ポリエチレンは、原油の精製などにより得られた
エチレンと、コモノマー種であるα－オレフィンとを、メタロセン触媒の存在下、気相に
おいて、１２０℃以上などの高温で共重合させたものである。
【００２６】
　なお、α－オレフィンは、一般式Ｒ－ＣＨ＝ＣＨ2（式中、Ｒは炭素数１以上のアルキ
ル基）で表される、プロピレン、１－ブテン、１－ペンテン、１－ヘキセン、１－ヘプテ
ン、１－オクテン、１－ノネン、１－デセン、４－メチル－１－ペンテン、４－メチル－
１－ヘキセン、４，４－ジメチル－１－ペンテン、オクタデセンなど例示することができ
る。
【００２７】
　また、メタロセン触媒は特に限定しないが、例えば、シクロペンタジエニル基、置換基
を有するシクロペンタジエニル基（置換シクロペンタジエニル基）、インデニル基、置換
インデニル基から選ばれる１種類の基と、フルオレニル基、置換フルオレニル基から選ば
れる１種類の基が、架橋基により架橋された配位子を有する周期表第４族の遷移金属化合
物を挙げることができる。
【００２８】
　その代表例としてジフェニルメチレン（１－シクロペンタジエニル）（９－フルオレニ
ル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（３－メチル－１－シクロペンタジエ
ニル）（９－フルオレニル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（１－シクロ
ペンタジエニル）（２，７－ジメチル－９－フルオレニル）ジルコニウムジクロリド、ジ
フェニルメチレン（１－シクロペンタジエニル）（２，７－ジ－ｔ－ブチル－９－フルオ
レニル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（１－インデニル）（９－フルオ
レニル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（４－フェニル－１－インデニル
）（９－フルオレニル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（４－フェニル－
１－インデニル）（２，７－ジ－ｔ－ブチル－９－フルオレニル）ジルコニウムジクロリ
ド等のジクロル体および上記メタロセン化合物のジメチル体、ジエチル体、ジヒドロ体、
ジフェニル体、ジベンジル体等を例示するメタロセン化合物を主成分として含むメタロセ
ン触媒が用いられる。
【００２９】
　また、メタロセン触媒は、例えば、シクロペンタジエニル基、置換基を有するシクロペ
ンタジエニル基（置換シクロペンタジエニル基）、インデニル基、置換インデニル基から
選ばれる１種類の基と、フルオレニル基、置換フルオレニル基から選ばれる１種類の基が
、架橋基により架橋された配位子を有する周期表第４族の遷移金属化合物を挙げることが
でき、その代表例としてジフェニルメチレン（１－シクロペンタジエニル）（９－フルオ
レニル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（３－メチル－１－シクロペンタ
ジエニル）（９－フルオレニル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（１－シ
クロペンタジエニル）（２，７－ジメチル－９－フルオレニル）ジルコニウムジクロリド
、ジフェニルメチレン（１－シクロペンタジエニル）（２，７－ジ－ｔ－ブチル－９－フ
ルオレニル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（１－インデニル）（９－フ
ルオレニル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（４－フェニル－１－インデ
ニル）（９－フルオレニル）ジルコニウムジクロリド、ジフェニルメチレン（４－フェニ
ル－１－インデニル）（２，７－ジ－ｔ－ブチル－９－フルオレニル）ジルコニウムジク
ロリド等のジクロル体および上記メタロセン化合物のジメチル体、ジエチル体、ジヒドロ
体、ジフェニル体、ジベンジル体などを例示するメタロセン化合物を主成分とするもので
ある。
【００３０】
　しかしながら、石油などの枯渇資源の節約志向と共に、二酸化炭素排出量の増加による
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地球温暖化など環境問題の意識が高まる中で、上述したような石油由来によるポリエチレ
ン系樹脂では、石化製品の製造から廃棄に至るまでの間に、石油原料の持つ固定化した二
酸化炭素が大量に排出されてしまうため、上記志向に沿うことができない。
【００３１】
　このようなことから、近年、プラスチック類を、カーボンニュートラルで再生可能な資
源である植物から製造する技術の開発が進んでおり、その中でも、プラスチック類中で最
も多く使用されるポリエチレンを、バイオマス系のサトウキビを出発原料として生産する
技術が確立した（加工技術研究会編、コンバーテック２００９.９、Ｐ６３～６７）。
　なお、カーボンニュートラルとは、植物の生育時の二酸化炭素吸収量と、燃焼時の二酸
化炭素排出量とが略同一であることをいう。
【００３２】
　図１は、サトウキビ由来のポリエチレン製造の一例を示すフロー図である。また、図２
は、本発明のサトウキビ由来のポリエチレン系樹脂を含むポリエチレン系樹脂組成物から
なるフィルムを模式的に示す断面側面図である。
【００３３】
　この図１に示すように、畑より刈り取ったサトウキビから取り出した糖液を、加熱濃縮
して結晶化させた粗糖と、廃糖密とを遠心分離機で分離する。次いで、廃糖密を適切な濃
度まで水で希釈し、酵母菌により発酵させてエタノールを生成する。そして、このバイオ
エタノールを加熱して触媒存在下で分子内脱水反応により得られたエチレンを、重合触媒
により重合させてポリエチレンが得られる。なお、植物由来のエチレンおよびポリエチレ
ンは、石油由来のエチレンおよびポリエチレンと同等の品質であることが確認されている
。
【００３４】
　そこで、本発明のフィルムに用いる植物由来のポリエチレン系樹脂は、上記のような出
発原料を植物由来としたエチレンから生成されるＬＬＤＰＥまたはＨＤＰＥである。これ
らは、石油由来のエチレンからポリエチレン系樹脂を生成する場合と同じように製造する
ことができる。すなわち、植物由来エチレンと、α－オレフィンとを、メタロセン触媒の
存在下において気相重合法により共重合させることにより、植物由来のＬＬＤＰＥを製造
することができる。また、チーグラー触媒やフィリップス触媒の存在下で、中圧または低
圧で、上記植物由来のエチレンを重合させることにより、分岐の少ないＨＤＰＥを製造す
ることができる。
【００３５】
　本発明では、上記のようにして得られた植物由来のポリエチレン系樹脂を用いて包装袋
を構成した積層フィルムを形成するフィルムを製造することにより、積層フィルムに用い
られる樹脂組成物において、石油由来樹脂の使用比率を低下させて、石油資源の節約を可
能とすると共に、二酸化炭素の排出量削減による環境向上に貢献するものである。
　このフィルムの製造方法は、特に限定されず、従来公知の方法により製造することがで
きる。
【００３６】
　本発明では、押出成形により製造することが好ましく、均質な厚みで成膜することがで
き、かつ高速冷却及び高速成膜が可能であって生産性に優れる点で、Ｔダイ法による押出
成形により製造することが特に好ましい。
【００３７】
　本発明において、押出成形によるフィルムの製造は、例えば以下のように実施すること
ができる。すなわち、フィルムに用いられる樹脂組成物を乾燥させ、この樹脂組成物中の
樹脂の融点（Ｔｍ）から該融点＋７０℃（Ｔｍ＋７０）の温度に加熱した溶融押出機に、
乾燥させた樹脂組成物を供給し、これを溶融する。
【００３８】
　次いで、例えばＴダイ等のダイにより、溶融した樹脂組成物をシート状に押出し、得ら
れたシート状物を、回転している冷却ドラム等で急冷固化することにより、フィルムを製
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造することができる。
　溶融押出機としては、一軸押出機、二軸押出機、ベント押出機、タンデム押出機等を目
的に応じて使用することができる。
【００３９】
　本発明では、上記サトウキビ（サトウキビに限定されず、ポリエチレン系樹脂の製造原
料となる植物であればよい）由来のＬＬＤＰＥまたはＨＤＰＥを含む樹脂組成物１を用い
て、図２に示すようなフィルムＦ１とすることができる。
【００４０】
　また、上記サトウキビ由来のＬＬＤＰＥは、密度が９１０～９２５ｋｇ／ｍ3であって
、メルトフローレート（ＭＦＲ）が２.４～８.０ｇ／１０分の範囲であり、植物由来エチ
レンと、植物由来または石油由来のコモノマーとのエチレン－α－オレフィン共重合体で
あって、該コモノマーは、ブテン－１、ヘキセン－１等の任意のα－オレフィン、または
これらの混合物であってよい。
【００４１】
　また、上記サトウキビ由来のＨＤＰＥは、密度が９４１～９６５ｋｇ／ｍ3、メルトフ
ローレート（ＭＦＲ）が２.４～８.０ｇ／１０分の範囲とした各物性を有することができ
る。
【００４２】
　なお、上記物性評価では、密度（ｄ、単位：ｋｇ／ｍ3）として、１５０℃でプレス成
形して得られた厚さ１ｍｍのシートを用い、ＪＩＳ　Ｋ ６７６０（１９８１）に従って
測定を行ったものである。
【００４３】
　また、メルトフローレート（ＭＦＲ、単位：ｇ／１０分）は、ＪＩＳ　Ｋ　７２１０（
１９９５）に準じ、試験温度１９０℃の条件にて、試験荷重２１.１８Ｎで測定したもの
である。
【００４４】
　好ましい態様において、本発明のフィルムを構成するポリエチレン系樹脂組成物は、上
記の植物由来ＬＬＤＰＥまたはＨＤＰＥを、９０質量％までの量で、より好ましくは５～
９０質量％の量で含有する。また、本発明の一態様において、上記ポリエチレン系樹脂組
成物は、植物由来ＬＬＤＰＥまたはＨＤＰＥを５～９０質量％、及び、石油由来ポリエチ
レン系樹脂を１０～９５質量％含有する。
【００４５】
　さらには、上記サトウキビ由来のポリエチレン系樹脂には、放射性炭素年代測定Ｃ14に
よるバイオマス度が、８０～１００％を有するポリエチレン系樹脂が用いられる。
【００４６】
　ここで、植物（バイオマス）由来と石油由来の樹脂は、分子量や機械的性質・熱的性質
のような物性に差を生じない。そこで、これらを区別するためには、一般的にバイオマス
度が用いられている。
【００４７】
　このバイオマスでは、石油由来の樹脂の炭素には、Ｃ14（放射性炭素１４、半減期５７
３０年）が含まれていないことから、このＣ14の濃度を加速器質量分析により測定し、樹
脂組成物における、植物由来樹脂の含有割合の指標にするものである。従って、植物由来
の樹脂を用いたフィルムであれば、そのフィルムのバイオマス度を測定することにより、
植物由来樹脂の含有量に応じたバイオマス度が得られる。
【００４８】
　このバイオマス度の測定は、測定対象試料を燃焼して二酸化炭素を発生させ、真空ライ
ンで精製した二酸化炭素を、鉄を触媒として水素で還元し、グラファイトを生成させる。
そして、このグラファイトをタンデム加速器をベースとしたＣ14―ＡＭＳ専用装置（ＮＥ
Ｃ社製）に装着して、Ｃ14の計数、Ｃ13の濃度（Ｃ13／Ｃ12）、Ｃ14の濃度（Ｃ14／Ｃ12

）の測定を行い、この測定値から標準現代炭素に対する試料炭素のＣ14濃度の割合を算出
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する。
【００４９】
　この測定では、米国国立標準局（ＮＩＳＴ）から提供されたシュウ酸（ＨＯXII）を標
準試料とした。
【００５０】
　本発明ではこのような樹脂組成物からなるフィルムを用いることにより、全て石油由来
の樹脂とするものから、この石油由来のポリエチレン系樹脂に、石油由来のポリエチレン
系樹脂と性能的に違いがないサトウキビなど植物由来のポリエチレン系樹脂を混成（置換
）したものとすることで、フィルム製造および廃棄時の二酸化炭素排出量を抑制すること
ができる。
【００５１】
　また、本発明において、ポリエチレン系樹脂組成物１中に含まれる植物由来ポリエチレ
ン系樹脂として、コモノマー種がブテン－１、ヘキセン－１またはこれらの混合物であっ
て、密度が９１０～９２５ｋｇ／ｍ3、メルトフローレートが２.４～８.０ｇ／１０分の
植物由来のエチレン－α－オレフィン共重合体（ＬＬＤＰＥ）、または、密度が９４１～
９６５ｋｇ／ｍ3、メルトフローレートが２.４～８.０ｇ／１０分のＨＤＰＥを用いるこ
とにより、既存のフィルム製造工程で、石油由来のポリエチレン系樹脂と物性的に違いの
ないフィルムを製造することができる。したがって、包材の加工適性を損ねることなく原
料を切替えることができる。
【００５２】
　さらに、本発明の樹脂組成物１は、放射性炭素年代測定Ｃ14の測定値から算定するバイ
オマス度を有するので、フィルムを構成するポリエチレン系樹脂の原料由来を、このバイ
オマス度を指標にして識別でき、フィルムの製造時から廃棄時までの由来原料を確認する
ことができる。
【００５３】
　本発明のフィルムを構成する植物由来のＬＬＤＰＥまたは植物由来のＨＤＰＥのＭＦＲ
は、好ましくは２.４～８.０ｇ／１０分である。そして、高いバイオマス度を示し、且つ
、包装袋として良好な引張強度及びシール強度を得るためには、該ＭＦＲは、より好適に
は２.５～３.０ｇ／１０分である。また、高いバイオマス度を示し、且つ、Ｔダイ法によ
る押出成形によって、均一な膜厚を有するフィルムを高速で製造するためには、該ＭＦＲ
は、より好適には４.０より大きく、例えば４.１～８.０ｇ／１０分程度である。
【００５４】
　次に、本発明では、上述した樹脂組成物１と、後述する石油由来ポリエチレン系樹脂２
とで、以下のようなフィルムの構成とすることができる。
【００５５】
　すなわち、フィルム全体に対して、植物由来ポリエチレン系樹脂の配合量が５～９０質
量％であり、石油由来ポリエチレン系樹脂の配合量が１０～９５質量％となるように、下
記の（Ａ）または（Ｂ）の要領にてフィルムを構成することができる。
【００５６】
　まず（Ａ）のフィルムＦ１として、図２に示すように、本発明のポリエチレン系樹脂組
成物１からなる単層構成にすることができる。ここで、本発明のポリエチレン系樹脂組成
物１は、５～９０質量％の植物由来ポリエチレン系樹脂と、１０～９５質量％の石油由来
ポリエチレン系樹脂とを含有する。
【００５７】
　また、（Ｂ）のフィルムＦ２として、図３に示すように、本発明のポリエチレン系樹脂
組成物１からなる中間層と、石油由来ポリエチレン系樹脂からなる外層及び内層とを有す
る多層構成にすることができる。ここで、本発明のポリエチレン系樹脂組成物１は、フィ
ルム全体に対する植物由来ポリエチレン系樹脂の配合量が５～９０質量％となるような濃
度で、該植物由来ポリエチレン系樹脂を含有する。
【００５８】
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　このような構成にすることで、フィルムを構成するポリエチレン系樹脂の石油由来の使
用比率を低下させることができ、フィルム製造および廃棄時の二酸化炭素排出量を抑制す
ることができる。加えて、（Ｂ）のようなフィルムＦ２を構成する内外層に石油由来ポリ
エチレン系樹脂２を用いることで、既存の製造工程が有する特性でフィルムＦ２を製造す
ることができる。これら多層構成のフィルムは、共押出成形により製造することができる
。
【００５９】
　次に、本発明では、上記フィルムＦ１～Ｆ２を用いた積層フィルムとすることができる
。図４は、積層フィルムの一例を模式的に示す断面側面図、図５は本発明の積層フィルム
を用いて形成した包装袋の一例としてのスタンディングパウチを示す斜視図である。
　積層フィルム３は、図４に示すように、上記フィルムＦ１～Ｆ２のいずれかをシーラン
トフィルム４として、基材フィルム５と積層させる。
【００６０】
　なお、基材フィルム５としては、例えば、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂
、環状ポリオレフィン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリル－スチレン共重合
体（ＡＳ樹脂）、アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体（ＡＢＳ樹脂）、ポ
リ塩化ビニル系樹脂、フッ素系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポリカーボネート系
樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル系樹脂
、各種のナイロン等のポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポ
リアリールフタレート系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリフェニレン
スルフィド系樹脂、ポリエーテルスルホン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、アセタール系樹
脂、セルロース系樹脂等の各種樹脂フィルムまたはシートを使用することができる。
【００６１】
　このような構成にすることで、ヒートシールに用いるシーラントフィルム４の各フィル
ムＦ１～Ｆ２を構成する石油由来のポリエチレン系樹脂の使用比率を低下させることがで
き、石油資源の節約と共に、積層フィルム３の製造および廃棄時の二酸化炭素排出量を抑
制することができる。
【００６２】
　以上のような積層フィルム３を用い、積層フィルム３からなる２枚の側面シートのシー
ラントフィルム４面同士を対向して配置し、積層フィルム３の下端部に少なくとも片面に
シーラントフィルム４が積層された積層体からなる底面シートを、シーラントフィルム４
面を外面にして中央で山折りして挿入し、ガセット部を有する形式に形成されており、山
折りされた底面シートの両側下端近傍には、略半円形の底面シートの切り欠き部が設けら
れ、ガセット部が、周縁部を含む船底形の底部シール部でヒートシールされ底部が形成さ
れる。
【００６３】
　次いで、表裏の２枚の側面シートの両側端縁部を側端縁シール部でヒートシールして胴
部が形成され、上端部を残して内容物の充填口とする、図５に示すようなスタンディング
パウチ形式に製袋されたパウチ（包装袋）が形成される。そして、上端部の充填口に設け
た上部シール部は、この部分から内容物を充填した後、例えば、脱気シールなどによりヒ
ートシールして密封するものである。なお、図示しないが、胴部の上部などにレーザーに
て開封用切れ目線を設けた注出口部を形成させてもよい。
【００６４】
　このような構成にすることで、包装袋６を構成する積層フィルム３における石油由来の
ポリエチレン系樹脂の使用比率を低下させることができ、石油資源の節約と共に、包装袋
６の製造および廃棄時の二酸化炭素排出量を抑制することができる。特にこの包装袋６が
、詰め替え用スタンディングパウチであるので、使い捨てとするこのような包装袋を構成
する石油由来のポリエチレン系樹脂の使用比率を低下させると共に、二酸化炭素排出量を
大きく抑制することができる。
【００６５】
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　なお、本発明のポリエチレン系樹脂組成物１からなるフィルムＦ１～Ｆ２や、これらフ
ィルムＦ１～Ｆ２を用いた積層フィルム３を使用して、上述したスタンディングパウチに
例示される包装袋６以外にも、飲食品・化粧品・薬品・雑貨品などの内容物を収容するラ
ミネートチューブ、液体紙容器などを含む容器や、容器の蓋材、あるいは容器のラベルな
どを構成することができ、石油由来の使用比率を低下させると共に、二酸化炭素排出量を
大きく抑制することができる。
【実施例】
【００６６】
　次に、本発明のポリエチレン系樹脂組成物１を用いて構成したフィルムの実施例を説明
する。
【００６７】
［実施例１］
　スクリュー径３０ｍｍφ押出機を用いて、サトウキビ由来ＬＬＤＰＥであるブラスケム
社製Ｃ４ＬＬ－ＬＬ３１８（ｄ＝０.９１８、ＭＦＲ＝２.７ｇ／１０分）を２００℃で溶
融混練し、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を得た。
【００６８】
　次いで、Ｔダイキャスト製膜機により、押出し温度２２０℃、回転数４５ｒｐｍの加工
条件において樹脂組成物を成形することで、厚み１２０μｍの図２に示すフィルムＦ１を
製膜することができた。そのバイオマス度を測定すると、約８８％であった。また、この
フィルムは、均質な膜厚で、美麗な外観を有していた。なお、サトウキビ由来ＬＬＤＰＥ
に含まれるコモノマー種のブテン－１（Ｃ４）は石油由来のものであり、その含有量は１
～１５モル％（以下同様）である。
【００６９】
　これに対し、比較例１として、石化由来のプライムポリマー社製Ｃ６ＬＬ－エボリュー
ＳＰ２０４０（ｄ＝０.９１８、ＭＦＲ＝３.８ｇ／１０分）１００％を用いて、実施例１
と同様にして、２００℃で溶融混練し、押出し温度２２０℃、回転数４５ｒｐｍの加工条
件で厚み１２０μｍのフィルムに成形した。バイオマス度を測定すると、０％であった。
【００７０】
　実施例１及び比較例１の樹脂組成物について次の各物性評価試験を行い、得られた結果
を以下に記す。
【００７１】
【表１】

【００７２】
　上記のとおり、植物由来ＬＬＤＰＥを含むポリエチレン系樹脂組成物からなる本発明の
フィルムは、石化由来ＬＬＤＰＥのみからなるフィルムと同等の物性を有し、良好な引張
強度、製造加工適性及びシール強度を示した。
【００７３】
［試験方法］
　引張破断強度（伸び）は、ＪＩＳ－Ｚ１７０２を参考にテンシロン万能試験機を用い、
試験速度５００ｍｍ／ｍｉｎ．Ｎ＝３　ＪＩＳ－Ｋ７１２７試験片タイプ５（ダンベル片
：最小平行巾６ｍｍ、チャック間距離８０ｍｍ）で行った。
　腰は、ループスティフネステスターを用い、ループ長さ６０ｍｍ、サンプル巾１５ｍｍ
、Ｎ＝３、押しつぶし距離１７ｍｍ（目盛り３）で行った。
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　シール強度は、ヒートシールテスターＴＰ－７０１Ｓを用い、ＰＥＴ１２μｍを評価サ
ンプルの上に載せて１８０℃×１ｋｇｆ／ｃｍ2×１.０秒でシールし、巾１５ｍｍの短冊
状サンプルを切り出し、テンシロン万能試験機において試験速度３００ｍｍ／ｍｉｎ.Ｎ
＝３で測定した。
【００７４】
［実施例２］
　実施例１と同様に、スクリュー径３０ｍｍφ押出機を用いて、サトウキビ由来ＬＬＤＰ
Ｅであるブラスケム社Ｃ４ＬＬ－ＬＬ３１８（ｄ＝０.９１８、ＭＦＲ＝２.７ｇ／１０分
）と、プライムポリマー社製Ｃ６ＬＬ－エボリューＳＰ２０４０（ｄ＝０.９１８、ＭＦ
Ｒ＝３.８ｇ／１０分）とを質量比７：３で２００℃において混練溶融し、本発明のポリ
エチレン系樹脂組成物を得た。次いで、Ｔダイキャスト製膜機により、押出し温度２２０
℃、回転数４５ｒｐｍの加工条件において樹脂組成物を成形することで、厚み１２０μｍ
の図２に示すフィルムＦ１を製膜することができた。
　そのバイオマス度を測定すると、約５９％であった。また、このフィルムは、均質な膜
厚で美麗な外観を有し、引張強度、製造加工適性及びシール強度に優れていた。
【００７５】
［実施例３］
　実施例１と同様に、スクリュー径３０ｍｍφ押出機を用いて、サトウキビ由来ＨＤＰＥ
であるブラスケム社ＳＨＣ７２６０（ｄ＝０.９５９、ＭＦＲ＝７.２ｇ／１０分）を２０
０℃において混練溶融し、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を得た。次いで、Ｔダイキ
ャスト製膜機により、押出し温度２２０℃、回転数４５ｒｐｍの加工条件において樹脂組
成物を成形することで、厚み１２０μｍの図２に示すフィルムＦ１を製膜することができ
た。そのバイオマス度を測定すると、約９５％であった。また、このフィルムは、均質な
膜厚で美麗な外観を有し、引張強度、製造加工適性及びシール強度に優れていた。
【００７６】
［実施例４］
　実施例１と同様に、スクリュー径３０ｍｍφ押出機を用いて、サトウキビ由来ＬＬＤＰ
Ｅであるブラスケム社Ｃ４ＬＬ－ＬＬ１１８（ｄ＝０.９１６、ＭＦＲ＝１.０ｇ／１０分
）を５０質量％と、石油由来ＬＬＤＰＥである宇部丸善ポリエチレンＬＤＰＥ－Ｆ１２０
Ｎ（ｄ＝０.９２０、ＭＦＲ＝１.２ｇ／１０分）５０質量％とを２００℃で溶融混練し、
本発明のポリエチレン系樹脂組成物を得た。
【００７７】
　次いで、Ｔダイキャスト製膜機により、押出し温度２００℃、回転数６０ｒｐｍの加工
条件において樹脂組成物を厚み１３０μｍの図２に示すフィルムＦ１に成形した。そのバ
イオマス度を測定すると、約４４％であった。また、このフィルムは、均質な膜厚で美麗
な外観を有し、引張強度、製造加工適性及びシール強度に優れていた。
【００７８】
［実施例５］
　第１層（内層）用および第３層（外層）用樹脂として、スクリュー径３０ｍｍφ押出機
を用いて、三井化学Ｃ６ＬＬ－エボリューＳＰ２０２０（ｄ＝０.９１６、ＭＦＲ＝２.３
ｇ／１０分）を２００℃で溶融混練し、石油由来ポリエチレン系樹脂を調製した。同様に
第２層（中間層）用樹脂として、スクリュー径３０ｍｍφ押出機を用いて、サトウキビ由
来ＬＬＤＰＥであるブラスケム社Ｃ４ＬＬ－ＬＬ１１８（ｄ＝０.９１６、ＭＦＲ＝１.０
ｇ／１０分）を２００℃で溶融混練し、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を得た。なお
、第１層：第２層：第３層の層厚の比は１：１：１とした。次いで、Ｔダイキャスト共押
出製膜機により、押出し温度２００℃、回転数６０ｒｐｍの加工条件において樹脂組成物
を厚み１３０μｍの図３に示すフィルムＦ２に成形した。
　そのバイオマス度を測定すると、約２９％であった。また、このフィルムは、均質な膜
厚で美麗な外観を有し、引張強度、製造加工適性及びシール強度に優れていた。
【００７９】
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［実施例６］
　第１層（内層）用および第３層（外層）用樹脂組成物として、スクリュー径３０ｍｍφ
押出機を用いて、三井化学Ｃ６ＬＬ－エボリューＳＰ２０２０（ｄ＝０.９１６、ＭＦＲ
＝２.３ｇ／１０分）を２００℃で溶融混練し、石油由来ポリエチレン系樹脂を調製した
。同様に第２層（中間層）用樹脂組成物として、スクリュー径３０ｍｍφ押出機を用いて
、サトウキビ由来ＬＬＤＰＥであるブラスケム社Ｃ４ＬＬ－ＬＬ１１８（ｄ＝０.９１６
、ＭＦＲ＝１.０ｇ／１０分）５０質量％と、宇部丸善ポリエチレンＬＤＰＥ－Ｆ１２０
Ｎ（ｄ＝０.９２０、ＭＦＲ＝１.２ｇ／１０分）５０質量％とを２００℃で溶融混練し、
本発明のポリエチレン系樹脂組成物を得た。なお、第１層：第２層：第３層の層厚比は１
：２：１とした。
【００８０】
　次いで、Ｔダイキャスト共押出製膜機により、押出し温度２００℃、回転数６０ｒｐｍ
の加工条件において樹脂組成物を厚み１３０μｍの図３に示すフィルムＦ２に成形した。
このバイオマス度を測定すると、約２２％であった。また、このフィルムは、均質な膜厚
で美麗な外観を有し、引張強度、製造加工適性及びシール強度に優れていた。
【００８１】
［実施例７］
　外層に厚み２５μｍの、基材フィルム５としての二軸延伸ナイロンフィルム（ＯＮｙ、
東洋紡ハーデンＮ－１１０２）と、実施例１のフィルムとを用いて２液硬化型のウレタン
系接着剤を使用し、ＯＮｙ面に該接着剤を約４ｇ／ｍ2塗布してポリエチレンのコロナ処
理面をドライラミネーション法により貼合し、２層構成の図４に示す積層フィルム３を得
た。
　このバイオマス度を測定すると、約７０％であった。
【００８２】
　そして、この積層フィルム３を使用し、レーザーにて開封用切れ目線を設けた注出口部
付詰め替え用スタンディングパウチ（包装袋６）を作成し、この詰め替え用スタンディン
グパウチに内容物を入れて口部を密封したものについて、内容物の漏れ、転倒、座屈、胴
部の折れを観察したが、認められなかった。さらに１ｍの高さから落下テストを５回行っ
たが、破袋、漏れなどは全く認められなかった。
【００８３】
［実施例８］
　外層に厚み２５μｍの、基材フィルム５としての二軸延伸ナイロンフィルム（ＯＮｙ、
東洋紡ハーデンＮ－１１０２）と、中間層に、片面にアルミニウム蒸着された厚さ１２μ
ｍのＶＭＰＥＴ（金属蒸着フィルムであり、ポリエチレンテレフタレートフィルムにアル
ミニウムを蒸着したもの）のアルミニウム蒸着面と積層し、さらにＶＭＰＥＴのポリエチ
レンテレフタレート面に２液硬化型のウレタン系接着剤を約４ｇ／ｍ2塗布して、実施例
１のフィルムのコロナ処理面とをドライラミネーション法により貼合し、３層構成の積層
フィルムを得た。
【００８４】
　そして、この積層フィルムを使用し、レーザーにて開封用切れ目線を設けた注出口部付
詰め替え用スタンディングパウチ（包装袋６）を作成した。
　バイオマス度を測定すると、約６２％であった。
　作成した詰め替え用スタンディングパウチに内容物を入れて口部を密封したものについ
て、内容物の漏れ、転倒、座屈、胴部の折れを観察したが、認められなかった。さらに１
ｍの高さから落下テストを５回行ったが、破袋、漏れ等は全く認められなかった。
【００８５】
［実施例９］
　上記実施例８の注出口部付詰め替え用スタンディングパウチにおける底材のみを、延伸
ポリアミド（ＯＮＹ）／ＬＬＤＰＥ（直鎖状低密度ポリエチレン）からなる石油由来フィ
ルムを用いて作成した詰め替え用スタンディングパウチに内容物を入れて口部を密封した
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。
　さらに１ｍの高さから落下テストを５回行ったが、破袋、漏れ等は全く認められなかっ
た。
　従って、本発明のスタンディングパウチの底材には、胴部と同じ植物由来を含む積層フ
ィルムでも、石油由来のフィルムでもどちらを用いてもよい。
【００８６】
　以上詳述したように、本発明のポリエチレン系樹脂からなるフィルムは、気相重合法に
より得られた植物由来のＬＬＤＰＥまたはＨＤＰＥを含む樹脂組成物１からなるものであ
る。また、これらフィルムをシーラントフィルムとし、基材フィルムと積層させた積層フ
ィルムとすると共に、包装袋は、この積層フィルムからなるものである。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　なお、この発明は、ポリエチレン系樹脂からなるフィルムおよび、このフィルムで構成
された包装袋など、ポリエチレン系樹脂を用いたあらゆる製品に適用することができる。
【符号の説明】
【００８８】
　１　　本発明のポリエチレン系樹脂組成物
　２　　石油由来ポリエチレン系樹脂
　３　　積層フィルム
　４　　シーラントフィルム
　５　　基材フィルム
　６　　包装袋
　７、８　　側面シート
　９　　底面シート
　Ｆ１～Ｆ２　　フィルム
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